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化石燃料の賦存状況と生産量

石油埋蔵量と生産量 生産量の推移

(IEA World Energy Outlook 2006) (IEA World Energy Outlook 2008)

• 既存の各油田・ガス田の生産量の減少率は年々拡大。

生産能力増強が 年ま に必要• 6,400万BDの生産能力増強が2030年までに必要。
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エネルギーインフラへの膨大な投資の必要性

2007～2030年に必要となる
エネルギー供給インフラへの累積投資額ネルギ 供給インフラ の累積投資額

(Source: IEA Word Energy Outlook 2008) Ｐ２
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天然ガスのグローバル化
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世界の天然ガス貿易におけるＬＮＧシェア
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(Source: IEA Natural Gas Market Review 2008)* The figures only include inter-regional trades; intra-regional 
Trades are not included in the figure for 2015
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化石燃料の多くは国営石油企業（NOC)が管理

世界の石油埋蔵量アクセス

国際石油会社

ロシア系
石油会社

6%

NOCとIOC
の合弁
7%

国営石油会社
（NOC）
77%

（IOC）
10%

（日本エネルギー経済研究所資料）

市場を超えて国家介入による取引の増大市場を超えて国家介入による取引の増大市場を超えて国家介入による取引の増大市場を超えて国家介入による取引の増大

政府レベルの国際的枠組・規範の重要性政府レベルの国際的枠組・規範の重要性

Ｐ４
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新規開発拡大のための課題

• エネルギー輸送の確保（内陸からの輸送）• エネルギ 輸送の確保（内陸からの輸送）

新技術 開発• 新技術の開発

（深海底、永久凍土、ｵｲﾙｻﾝﾄﾞの開発等）

• エネルギー効率及び環境問題への配慮• エネルギ 効率及び環境問題への配慮

Ｐ５
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⾷料価格⾼騰に起因する暴動が多発
リスクの多くは「地下」ではなく「地上」

ＢＴＣパイプラインに対するクルド過激派の
爆破事件（2008年）

レバノンにおけるイスラエルと
武装勢力ヒズボラとの紛争（2006年）

爆破事件（2008年）

イランにおけるウラン濃縮を巡る
国際的な緊張の高まり（2006年）国際的な緊張の高まり（2006年）

サウジアラビアの
アブ カイク石油施設への

ベネズエラでの

ゼネストに伴う原油生産

ナイジェリアにおける

アブ・カイク石油施設への
テロ未遂事件（2006年）

ゼネストに伴う原油生産
停止（2002年）

情勢不安（～2008年）

Ｐ６
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石油・ガス生産コストの上昇

20052005年以降、上流開発コストは２倍年以降、上流開発コストは２倍

Ｐ７
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エネルギー・プロジェクトの発展

通過国

投資供給 投資

通過通過

供給

生産国 消費国
供給

投資

生産国、消費国、通過国は相互に依存・結合
Ｐ８
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エネルギー安全保障強化の鍵

需要の安定 供給の安定

投資 確保が鍵投資の確保が鍵

透明な投資環境の整備が重要

供給と需要の安全保障を実現供給と需要の安全保障を実現
Ｐ９

Japan–Russia Energy and Environment Dialogue in Niigata (Toki Messe) S1-3 TSUKADA



エネルギー憲章条約（ＥＣＴ）は、法的側面から
国際的なエネルギー安全保障を下支え国際的なエネルギ 安全保障を下支え

ＥＣＴ

• 加盟国と投資家との関係

加盟国間の関係• 加盟国間の関係

• 加盟国間の法的基盤

二国間投資協定ＷＴＯ

ＥＰＡ
ＦＴＡ

Ｐ１０
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エネルギー安全保障のための
基礎的条件の確保基礎的条件の確保

第２条（目的）第２条（目的）第 条（目 ）第 条（目 ）
この条約はエネルギー分野における長期の協力を促進する
ための法的枠組みを設定

第 条（国際市場）第 条（国際市場）第３条（国際市場）第３条（国際市場）
締約国は、商業的条件による国際市場への進出を促進する
よう また 開放的・競争的な市場を発展させるよう努力よう、また、開放的・競争的な市場を発展させるよう努力

第６条（競争）第６条（競争）
市場の歪曲及び競争の障害を緩和するよう努力市場の歪曲及び競争の障害を緩和するよう努力

第８条（技術移転）第８条（技術移転）
締約国は技術移転の促進に合意し そのための障害を撤廃締約国は技術移転の促進に合意し、そのための障害を撤廃

Ｐ１１
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法的拘束性と紛争処理規定

・基本的にＧＡＴＴ／ＷＴＯによって規律される。
貿

・ＧＡＴＴ／ＷＴＯ非締約国についても、
この条約によりＧＡＴＴ／ＷＴＯの主要な規定が基本的に適用

貿
易

・通過の自由の原則に従い、その出発地及び仕向地等による
差別または不合理な制限等の禁止

通
過

・外国投資家の投資財産に対して内国民待遇又は
最恵国待遇を付与

投
資最 国待遇を付与

・投資家 vs. 締約国 →ＩＣＳＩＤ、ＵＮＣＩＴＲＡＬ、
ストックホルム商工会議所仲裁機関

紛
争ストックホルム商工会議所仲裁機関

・締約国 vs. 締約国 →外交経路または特別仲裁裁判所

争
処
理

Ｐ１２

Japan–Russia Energy and Environment Dialogue in Niigata (Toki Messe) S1-3 TSUKADA



Central Asia

ＥＣＴ加盟国の拡大

・Kazakhstan
・Kyrgyzstan
・Tajikistan
・Turkmenistan
・Uzbekistan

Nor a

US

Canada Russia

C
Japan

EC Mongolia

Iceland
Norway

Ukraine
Belarus

Moldova
Turkey

Others
・Liechtenstein
・Switzerland
・Croatia China

S. Korea

ASEANNigeria

Morocco
Algeria

Tunisia
Pakistan

Afghanistan
TurkeyCroatia

・Bosnia and
Herzegovina

・Albania
・Serbia
・Macedonia

VenezuelaEU(27countries)
・Austria ・Belgium
・Bulgaria ・Cyprus
・Czech Republic
・Denmark ・Estonia
Finland France

g

Middle East

Caucasus
・Armenia
・Azerbaijan
・Georgia

Contracting parties

Australia・Finland ・France
・Germany ・Greece
・Hungary ・Ireland
・Italy ・Latvia
・Lithuania 
・Luxembourg ・Malta

Middle East
(Observers)
・Bahrain
・Iran
・Jordan
・Kuwait

Observers

Signatories

（Observers as ASEAN）

Contracting partiesLuxembourg Malta
・Netherlands ・Poland
・Portugal ・Romania
・Slovakia ・Slovenia
・Spain ・Sweden ・UK

・Oman
・Qatar
・Saudi Arabia
・UAE
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資源国がＥＣＴに参加するメリット

投資家に対する重要なシグナル

国際経済ル ルの遵守・国際経済ルールの遵守

・エネルギー政策の整合

生産国にとってのコスト低減

・信用格付の上昇による生産コストの低下

資金調達コストの低下・資金調達コストの低下
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ロシアのＥＣＴ批准に向けて

付属 通過議定書交渉 中付属 通過議定書交渉 中

長期契約（優先交渉権）

ＥＣＴ付属の通過議定書交渉の中でＥＣＴ付属の通過議定書交渉の中で

収斂の兆し収斂の兆し

通過料

第三者アクセス

通過議定書交渉の妥結

対ロシア投資案件の前進

世界のエネルギー市場における
ロシアの競争力強化ロシアの競争力強化
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